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【（介護予防）小規模多機能型居宅介護】                                  

                                令和６年４月版                   
 

 

 

 

 

 

１ 届出が必要な加算（減算）の内容、必要書類  

 次ページの一覧表で確認してください。 

 

２ 届出時期 

算定開始月の前月１５日（閉庁日の場合は翌開庁日）が締切りです。 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。）については、届出が１５日以前に 

なされた場合には翌月から、１６日以降になされた場合には翌々月から、算定開始となります。 

事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかにその旨の届出が

必要です。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定は

できません。 

（注）介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の

添付書類（計画書等）については、前々月末日が締切りとなりますので、ご注意ください。 

 

３ 届出手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郵送用宛名ラベル  ※こちらをコピーの上、使用されると便利です。 

 

   〒 ７００－０９１３   

岡山市北区大供三丁目１－１８  KSB会館４階 

岡山市 事業者指導課   宛 

＜体制届 （                 ）在中＞ 

 

体制届（必要書類・提出方法） 
※届出用紙は、事業者指導課のホームページからダウンロードできます。 

 

届出が必要

な加算（減

算）等の発生 

一覧表で必要 

書類等の確認 

 

 

郵送

(〒) 

 

① 必要書類の作成 

② ①の事業所控えを取る → 保管 

③ ①を下記に郵送する。 

〒700-0913  

岡山市北区大供三丁目 1－18 KSB会館 4階 

   岡山市事業者指導課  宛 

（下記の郵送用宛名ラベルを活用してください。） 

サービスの種類を記載してください。 
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○介護報酬算定に係る体制等に関する届出  【（介護予防）小規模多機能型居宅介護】 

 

次の内容の加算（減算）等を算定しようとする場合は、事前に岡山市への届出が必要です。 

届出をしていないと、サービスを提供しても報酬が支払われませんので、ご注意ください。  

 

加算等 提出書類 

人員欠如による減算 

（減算の解消） 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 

③従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（参考様式）《人員欠如が生じ

た月のもの》及び《人員欠如が解消した場合は解消した月のもの》 

※従業者に欠員が生じている状態が継続する場合には、速やかに岡山市

に連絡してください。 

短期利用居宅介護費の算

定 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 

③運営規程 ※短期利用型を行う旨を記載していること。 

特別地域加算 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 

【岡山市における対象地域】 

 離島振興対策実施地域…犬島 

 振興山村…旧宇甘東村（下田・高津・宇甘・中泉） 

      旧宇甘西村（勝尾・紙工・虎倉） 

      旧竹枝村 （大田・吉田・土師方・小倉） 

      旧上建部村（建部上・宮地・富沢・田地子・品田） 

中山間地域等における小

規模事業所加算 

中山間地域等における小規模事業所加算は、「地域に関する状況」と 

「規模に関する状況」の両方が要件に該当しないと算定できません。 

※岡山市に所在する事業所は地域区分が７級地であるため、「地域に関す

る状況」の要件に該当しないため、当該加算の対象となりません。 

認知症加算 

（Ⅰ）（Ⅱ） 

 

※（Ⅲ）（Ⅳ）は届出不要 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 

③認知症加算に係る届出書（別紙４４） 

④従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（参考様式） 

⑤認知症介護実践リーダー研修又は認知症看護に係る適切な研修の修了

証書の写し〈※旧姓等の場合は、戸籍抄本等を添付〉 

⑥（加算Ⅰのみ）認知症介護指導者養成研修又は認知症看護に係る適切な

研修の修了証の写し〈※旧姓等の場合は、戸籍抄本等を添付〉 

若年性認知症利用者受入

加算 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 
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看護職員配置加算 

（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） 

（小規模多機能型居宅介護

のみ） 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 

③従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（参考様式）（看護職員の配置

時間を明記） 

④看護職員の資格証の写し〈※旧姓等の場合は、戸籍抄本等を添付〉 

看取り連携体制加算 

（小規模多機能型居宅介護

のみ） 

※看護職員配置加算（Ⅰ）

を算定していることが

必要 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 

③看取り連携体制加算に係る届出書（別紙１３） 

④従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（参考様式）《加算算定開始月

のもの》 

⑤看取り期における対応方針 

⑥看護職員の資格証の写し〈※旧姓等の場合は、戸籍抄本等を添付〉 

訪問体制強化加算 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 

③訪問体制強化加算に係る届出書（別紙４５） 

④従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（参考様式）《加算算定開始月

のもの》 

総合マネジメント体制強

化加算 

（Ⅰ）（Ⅱ） 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 

③総合マネジメント体制強化加算に係る届出書（別紙４２） 

科学的介護推進体制加算 
①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 

生産性向上推進体制加算 

（Ⅰ）（Ⅱ） 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 

③生産性向上推進体制加算に係る届出書（別紙２８） 

④委員会の議事録 

⑤（加算Ⅰのみ）算定に関する取組の成果（別紙２８付表） 

※厚生労働省に毎年度報告する別紙２と同じ様式 
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サービス提供体制強化加

算 

（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） 

 

※毎年度確認が必要 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 

③サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙１４－５） 

④サービス提供体制強化加算に関する確認書（別紙１４－５付表） 

⑤サービス提供体制強化加算に係る勤続年数７年以上の者の状況・勤続

年数１０年以上の介護福祉士の状況（市様式１４－５） 

※加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）を算定する場合で、勤続年数が要件の場合に添付 

⑥従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（参考様式）《届出月の前月の

もの》 

※前年度の平均を用いて、常勤換算方法による職員の割合を計算する場

合は、前年度２月のものを提出すること。 

⑦加算対象となる従業者の資格証等の写し〈※旧姓等の場合は、戸籍抄本

等を添付〉 

⑧研修計画（※すべての介護従業者に対し、個別具体的に作成すること） 

介護職員処遇改善加算 

介護職員等特定処遇改善加算 

介護職員等ベースアップ等

支援加算 

※③の計画書等は加算算定開始

月の前々月末日が締め切りとな

るので注意 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 

③介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書 

※必要書類については、別途「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的

考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照してく

ださい。 

割引率の設定・変更 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 

③介護給付費の割引に係る割引率の設定について（別紙５－２） 

④運営規程（※割引について具体的に記載していること） 

加算等の取り下げ 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 

③従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（参考様式）《加算等の要件を

満たしていた最終月のもの》 

※従業者の要件がある加算等の取り下げの場合のみ添付 

※１ 加算等の取り下げとは、事業所として加算等の要件を満たさなかった場合を指します。 

※２ 加算等の追加・取り下げの場合は、各事業所において、重要事項説明書に加算項目の追加・ 

削除を行ってください。 

※３ 本体事業所からサテライト事業所、サテライト事業所から本体事業所への変更は、 

体制の変更として、 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２）（地域密着型サービス事業者用） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） の提出が必要です。 

変更の際は、事前にご連絡ください。 

※４ その他確認が必要な書類の提出をお願いする場合があります。 


